
＜経過措置＞

２０１7 年

NO. 88
6 月 14 日

＊【配偶者のみ】や【配偶者と合わせて、６０歳以上の父母、１８歳未満の孫、６０歳以上の
　祖父母、１８歳未満の弟妹】の支給対象者については、移行後も配偶者に対して、特に現
　行の１６，０００円を支給。ただし、移行後新たに支給を受ける場合は、適用変更も！
＊また、主務職、Ｔ等級の社員には調整措置があるので注意を !

※例えば、今回の改正により、配偶者と子供２人の家庭では

・配偶者（内縁関係にある者を含む）   
・18 歳未満の子のうち１人目 
　（配偶者がいない場合）  
・18 歳未満の子のうち２人目以降１人につき
　　　　　　　　    
【以下重複適用なし】
・重度心身障害者（子）
・重度心身障害者　　　
　 （６親等内の血族及び３親等内の姻族）  

＜改正内容＞

【現行維持】
・60 歳以上の父母 
・18 歳未満の孫 /60 歳以上の祖父母 /18 歳未満の弟妹　

……… 月額 2,000 円

　　　　　　…………… 月額 10,000 円（旧 16,000 円）
　　　…………………… 月額 10,000 円（旧 3,500 円）
　………………………… 月額 20,000 円（旧 12,500 円）

…………………………… 月額 10,000 円（旧 3,500 円）

…………………………… 月額 12,000 円（旧 5,000 円）

　　　　　　　　……… 月額 10,000 円（旧 3,500 円）


